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次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
変
更
の
届
出 

（
社
会
福
祉
課
）　
　

一

〇
認
証
食
品
の
認
証 

（
食
産
業
振
興
課
）　
　

一

〇
肥
料
の
登
録 

（
農
産
園
芸
環
境
課
）　
　

一

〇
肥
料
の
登
録
事
項
の
変
更 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　
　

二

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
八
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　
　

二

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
三
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

変
更
年
月
日

変
更
前

ひ
が
し
薬
局
七
ケ
宿

刈
田
郡
七
ヶ
宿
町
字
関
百

－

一

平
成
二
十
五
年
九
月
一
日

変
更
後

刈
田
郡
七
ヶ
宿
町
字
関
百
八
十
四

社
団
法
人
宮
城
県
看
護

変
更
前

協
会
大
崎
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

大
崎
市
三
本
木
字
大
豆
坂
二
十
四

－

三

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

変
更
後

公
益
社
団
法
人
宮
城
県

看
護
協
会
大
崎
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

変
更
前

社
団
法
人
宮
城
県
看
護

協
会
こ
ご
た
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

遠
田
郡
美
里
町
南
小
牛
田
山
の
神
二
百
三

十
五

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

変
更
後

公
益
社
団
法
人
宮
城
県

看
護
協
会
こ
ご
た
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

変
更
前

社
団
法
人
宮
城
県
看
護

協
会
加
美
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

加
美
郡
加
美
町
字
南
町
百
八
十
一

－

一

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

変
更
後

公
益
社
団
法
人
宮
城
県

看
護
協
会
加
美
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
四
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

認
証

番
号

品　

目

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

製
造
所
等
の
所
在
地

百
八
十

乾
の
り
・

焼
き
の
り

有
限
会
社
今
野
商
店　

代
表
取
締
役　

今
野
武

雄

卸
問
屋
横
山
海
苔
店

塩
竈
市
藤
倉
一
丁
目
二
番
十
八
号

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
十
月
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
五
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録

を
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
網
地
浜
髪
剃
坂
一
〇
七
の
九
五
、
一
〇
七
の
九
六
、
一
〇
七
の
九
八
か
ら
一
〇
七
の
一
〇
〇
ま
で

二　

指
定
の
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
八
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別
及
び
名
称

　

１　

変
更

　
　
　

名
称 　

三
・
一
・
六
号
鶴
ヶ
谷
中
山
線
、
三
・
二
・
十
二
号
川
内
北
山
線
、
三
・
三
・
二
十
号
大
手
町
支
倉
町

線
、
三
・
二
・
三
十
一
号
六
丁
目
新
田
線
、
三
・
三
・
三
十
五
号
岩
切
野
村
線
、
三
・
三
・
三
十
七
号
山

登
録
年
月
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名

又　

は　

名　

称

生
産
業
者
の
住
所

有
効
期
限

窒
素
全
量
り
ん
酸
全
量

加
里
全
量
ア
ル
カ
リ
分

平
成
二
十
五
年

十
月
二
日

第
五
八
〇
号

副
産
石
灰
肥
料

４
５
・
０
貝
殻
石

灰
肥
料

四
五
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

有
限
会
社
千
葉
肥
料

宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
尾
浦

字
尾
浦
一
五
六
番
地

平
成
三
十
一
年

十
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
六
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登

録
事
項
に
係
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名

称

及

び

住

所

変　

更　

の　

内　

容

変
更
年
月
日

変
更
事
項

変　

更　

前

変　

更　

後

第
四
九
六
号

副
産
石
灰
肥
料

か
き
殻
粉
末
肥
料

北
海
道
有
機
株
式
会
社

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
北
二
条
西
四
丁
目
一
番
地

北
海
道
ビ
ル
九
階

住
所

北
海
道
札
幌
市
白
石
区
東
札
幌
三
条
二

丁
目
一
番
五
七

－

六
〇
六

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
北
二
条
西
四
丁

目
一
番
地
北
海
道
ビ
ル
九
階

平
成
二
十
五
年

七
月
二
日
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田
旗
立
線
、
三
・
四
・
四
十
一
号
堤
町
線
、
三
・
四
・
五
十
号
南
材
木
町
線
、
三
・
三
・
五
十
七
号
川
内

南
吉
成
線
、
三
・
四
・
五
十
八
号
北
山
実
沢
線
、
三
・
四
・
六
十
七
号
東
中
田
線
、
三
・
四
・
六
十
八
号

中
田
線
、
三
・
五
・
七
十
五
号
北
四
番
丁
郷
六
線
、
三
・
二
・
五
十
一
号
元
寺
小
路
郡
山
線
、
三
・
三
・

二
十
二
号
仙
台
駅
片
平
丁
線
、
三
・
三
・
三
百
四
十
号
新
田
田
子
線
、
三
・
四
・
五
十
五
号
折
立
線
、
三
・

四
・
六
十
六
号
南
仙
台
駅
四
郎
丸
線
、
三
・
四
・
七
十
号
中
田
北
線
、
三
・
四
・
七
十
一
号
中
田
南
線
、

三
・
四
・
七
十
二
号
中
田
西
線
、
三
・
四
・
二
百
二
十
三
号
芋
沢
線
、
三
・
四
・
二
百
二
十
四
号
赤
坂
高

野
原
線
、
三
・
五
・
七
十
六
号
北
六
番
丁
線
、
三
・
二
・
三
百
四
十
二
号
台
原
南
小
泉
線
、
三
・
三
・
三

百
四
十
三
号
鶴
ヶ
谷
南
光
台
線
、
三
・
四
・
三
百
四
十
四
号
古
城
線
及
び
三
・
四
・
三
百
四
十
五
号
根
白

石
線

　

２　

廃
止

　
　
　

名
称 　

三
・
三
・
十
九
号
向
山
富
田
線
、
三
・
三
・
三
十
八
号
鈎
取
茂
庭
線
、
三
・
四
・
五
十
二
号
郡
山
線
及

び
三
・
五
・
八
十
号
山
田
線

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
九
号

　

名
取
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
四
・
六
十
八
号
中
田
線

　
　
　
　
　
　

三
・
四
・
七
十
一
号
中
田
南
線

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
用
途
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
一
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
高
度
地
区

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
二
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
三
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

宮　　城　　県　　公　　報



第2500号　平成25年10月18日　金曜日 （4）

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
四
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

仙
台
駅
東
第
二
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
五
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

泉
中
央
南
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

宮　　城　　県　　公　　報


